
本
邦
に
於
け
る
租
先
崇
葬
の
形
式
及
意
義
の
憂
遷
・
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春
　
山

作
　
樹

　
近
來
我
國
民
性
叉
は
我
國
民
道
徳
の
研
究
が
人
々
の
注
意
を
惹
く
様
に
な
っ
て
か
ち
、
我
邦
に

於
け
る
悪
癖
崇
拝
の
槻
念
に
重
大
な
真
底
を
持
沸
せ
る
こ
と
が
“
般
に
行
は
れ
て
居
る
。
井
上

哲
次
郎
搏
士
の
有
感
な
研
究
に
於
て
も
．
亘
理
章
三
郎
氏
の
位
譲
道
徳
序
説
に
於
て
も
、
是
が
我
國

民
の
特
色
の
一
と
せ
ら
れ
、
穗
積
八
束
博
士
の
憲
法
論
に
於
て
も
，
我
國
民
の
皇
室
に
封
ず
る
崇
敬

の
念
と
此
租
先
崇
拝
の
観
念
と
は
離
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
設
か
れ
て
居
る
。
勿
論
是
等

の
大
家
の
説
に
よ
っ
て
も
、
租
先
崇
拝
が
我
國
k
の
み
存
在
す
る
と
は
考
へ
ら
れ
て
居
な
い
の
で
、

租
先
崇
拝
は
古
代
の
民
族
又
今
日
の
自
然
厩
族
の
問
に
共
通
な
る
思
想
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
て
居
る
が
、
他
の
民
族
に
於
て
は
時
代
の
愛
遷
と
共
に
漸
潜
滅
せ
う
と
し
て
居
る
に
拘
ら
ず
、
我

　
　
　
　
山
小
那
に
於
け
る
～
灘
”
光
黒
臨
湘
弾
の
形
式
及
腰
泓
義
の
愛
悪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
・
　
　
　
　
一
　
　
　
、



tlOl

　
　
　
　
哲
雛
研
究
　
第
二
＋
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
二

邦
に
於
て
は
今
日
ま
で
寡
早
し
，
且
國
耳
垂
塁
上
重
要
な
關
係
を
有
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
か
れ

て
居
る
の
で
あ
る
。
最
近
我
同
僚
申
目
文
學
士
の
研
究
に
於
て
も
同
檬
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

斯
く
一
方
に
於
て
租
先
崇
拝
の
観
念
が
奪
重
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
他
の
一
方
に
於
て
租
先
崇
拝

は
未
開
時
代
の
迷
信
の
遺
物
と
考
へ
る
者
竜
な
い
の
で
は
な
い
。
租
先
崇
拝
は
果
し
て
未
開
時

代
の
遺
物
で
あ
ら
5
か
。
我
邦
に
於
け
る
租
先
崇
拝
の
形
式
の
憂
蓬
を
見
る
と
、
今
日
意
識
的
に

叉
無
意
識
的
に
、
我
國
民
を
支
配
し
て
居
る
租
先
崇
拝
の
観
念
は
、
永
い
年
月
の
聞
に
｝
方
に
は
或

古
い
要
素
は
カ
を
失
ひ
、
叉
唱
方
に
は
種
々
の
新
戯
し
い
要
素
が
加
は
つ
て
培
養
せ
ら
れ
π
頗
複

難
な
も
の
な
る
こ
と
が
明
に
分
る
。
自
然
民
族
の
間
に
共
通
な
原
始
的
の
租
霞
崇
拝
の
翠
純
な

る
残
留
物
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。

　
租
霧
崇
拝
の
原
始
的
黒
部
の
一
と
し
て
、
多
く
の
民
族
に
共
通
な
る
ト
テ
ム
崇
拝
（
6
。
萎
営
聲
話
）

帥
種
族
の
認
憶
か
ら
遠
か
つ
予
想
租
先
が
、
或
植
物
又
は
動
物
と
同
一
覗
せ
ら
れ
て
崇
拝
せ
ら
れ

る
之
と
は
我
邦
に
は
存
在
し
尤
の
で
あ
ら
う
か
。

加
藤
玄
智
博
士
は
八
腿
烏
が
加
茂
縣
主
隣
組
鴨
建
導
車
身
命
と
考
ら
れ
て
居
る
こ
と
（
新
撰
姓
氏

録
、
古
語
拾
遺
）
及
烏
が
往
々
戯
書
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
こ
と
を
墨
げ
て
、
ト
タ
ム
崇
拝
の
跡
を
示
す

者
で
は
な
か
ら
う
か
と
云
っ
て
居
ら
れ
る
．
其
外
に
も
三
輪
の
定
心
大
蛇
の
如
く
同
様
の
疑
を
起



gos

さ
せ
る
竜
の
竜
な
い
で
は
な
い
が
、
是
等
は
諸
紳
祉
に
云
傅
へ
ら
れ
て
居
る
油
木
紳
使
同
様
軍
に

毎
夕
か
の
理
由
に
よ
っ
て
禁
忌
（
円
筈
o
o
）
せ
ら
れ
だ
の
み
で
、
ト
ク
ム
で
は
な
い
か
竜
知
れ
な
い
。

　
ト
テ
ム
崇
挿
は
無
か
っ
た
と
し
て
も
、
租
先
崇
拝
が
穿
下
の
古
代
に
存
在
し
疫
こ
と
を
疑
ふ
べ

き
籐
地
は
な
い
。
“
古
園
崇
拝
は
一
般
の
ど
盤
崇
拝
（
ピ
替
書
髭
ω
）
を
豫
想
す
る
竜
の
で
、
人
の
鑑
魂
は

死
後
別
世
界
叉
は
此
世
界
の
中
で
遽
隔
の
地
に
面
心
面
し
て
、
子
孫
を
守
護
し
、
子
孫
の
祀
を
饗
け
、

其
血
食
せ
ざ
る
揚
合
に
は
属
を
な
す
こ
と
略
あ
る
と
云
ふ
信
念
は
厘
始
的
謡
言
高
批
に
共
蓮
で
、

死
者
を
葬
る
に
當
っ
て
、
歩
器
装
飾
具
其
他
生
面
愛
玩
し
控
謡
物
を
虚
言
申
に
納
め
、
盛
時
と
し
て

妻
妾
二
八
が
之
に
從
ふ
習
慣
は
是
よ
う
生
じ
π
竜
の
で
あ
る
。
面
面
は
死
者
に
．
勤
．
し
て
切
な
る

愛
慕
の
念
に
在
る
の
で
、
共
蓋
に
正
反
は
話
法
の
中
に
故
入
を
見
る
こ
と
及
舌
面
其
他
災
異
の
原

因
に
志
す
る
知
識
の
敏
感
が
之
を
助
け
て
居
る
。
脚
に
共
一
部
に
は
未
開
時
代
の
産
物
と
し
て

見
ら
る
べ
き
要
素
を
含
ん
で
居
．
δ
に
し
て
も
、
島
根
麺
に
は
捨
て
難
い
道
徳
上
の
舞
き
威
情
が
籠

っ
て
居
る
。
　
　
．
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
伊
邪
那
美
奪
が
火
活
を
生
ま
れ
π
爲
に
黄
泉
國
に
去
ら
れ
、
芽
出
を
追
う
て
伊
邪
岐
奪
が
彼
國

に
赴
か
れ
π
と
云
ふ
の
ば
．
寵
四
諦
に
嚇
す
る
所
ρ
傳
説
で
、
死
は
品
薄
を
去
っ
て
別
世
界
に
赴
く

の
で
あ
る
と
云
ぷ
考
の
我
邦
古
代
に
存
在
し
て
居
力
こ
と
を
謹
明
す
る
、
紳
武
東
征
の
時
戦
利
あ

　
　
　
　
屯
小
郭
π
に
踊
於
け
る
瓢
先
黒
駅
拝
の
形
式
及
醜
芯
塾
城
の
縣
隅
遜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三



　
　
　
　
　
欝
學
醗
究
　
　
第
二
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
四

品
ら
ず
、
態
態
の
高
倉
下
の
夢
に
天
照
大
型
高
木
帥
が
建
御
霊
聯
を
召
し
て
援
助
を
命
ぜ
ら
れ
、
建
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ニ
ム
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
雷
憩
ば
自
援
助
に
赴
く
代
に
李
西
之
町
を
降
さ
れ
π
と
見
て
．
自
分
の
倉
か
ら
其
劒
を
瞥
見
し
て
、

　
瀞
武
天
皇
に
獄
じ
た
と
云
ム
傳
説
も
記
紀
共
に
出
て
居
る
が
、
其
国
守
に
葦
原
中
発
墨
。
俳
多
玖

　
佐
野
藝
帝
阿
理
郡
理
。
我
之
御
子
等
。
不
皇
運
良
志
（
記
）
と
あ
る
の
は
．
租
先
の
霊
は
幽
界
に
在
っ

　
て
猶
常
に
子
孫
の
幸
禧
を
講
つ
ン
し
居
る
と
云
ふ
信
念
の
存
在
し
控
乙
と
を
示
す
。
紳
武
軍
警
導

　
の
爲
に
天
上
よ
ウ
八
腿
烏
を
遣
は
さ
れ
カ
と
云
ふ
竜
野
と
同
檬
で
あ
る
。
子
孫
と
し
て
租
先
を

　
敬
し
な
け
れ
ば
な
ち
諏
と
云
ふ
こ
と
は
、
五
瀬
命
負
傷
の
と
き
、
国
者
爲
日
赫
之
御
子
、
向
日
而
戦
不

、
良
。
故
負
践
奴
之
痛
手
（
記
）
と
詔
の
あ
っ
π
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
居
る
Q
子
孫
絶
え
て
祭
記
を
受

　
、
げ
な
い
霊
の
崇
を
な
す
こ
と
の
支
那
に
於
て
信
ぜ
ら
れ
だ
こ
と
は
明
で
あ
る
。
四
七
飛
の
中
に

　
愚
老
、
諸
侯
五
祀
の
中
に
公
腐
、
大
夫
三
魁
の
申
に
族
薦
が
あ
る
が
、
泰
薦
は
古
帝
王
の
後
無
き
者
、
公

　
薦
は
古
諸
侯
の
後
無
き
者
、
族
腐
は
古
大
夫
の
後
無
き
者
で
あ
る
（
禮
蝕
法
）
Q
　
ロ
｝
マ
人
が
レ
ム
ソ

　
ァ
郎
「
五
月
九
日
十
一
日
十
三
日
の
夜
に
黒
豆
を
以
て
属
鬼
（
ピ
9
昆
竈
霧
）
を
擁
〃
つ
た
の
竜
同
様
の
思
想

　
か
ら
禺
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
我
邦
で
除
夜
に
朝
廷
及
諸
勢
鮭
に
行
は
れ
た
追
布
告
は
支
那
か

　
ら
來
だ
込
の
で
あ
ら
う
が
、
今
日
民
間
で
節
分
の
夜
に
行
ふ
豆
打
は
足
利
時
代
に
起
つ
だ
も
の
ら

　
し
い
。
是
が
周
禮
に
見
え
力
追
灘
に
類
し
な
い
で
、
寧
ロ
『
マ
時
代
の
（
ピ
Φ
弊
履
芭
に
似
て
居
る
の
は
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一
奇
で
あ
る
。
我
古
憾
説
に
干
て
愛
書
に
類
し
π
思
想
を
求
め
る
と
、
崇
聯
天
皇
の
御
．
宇
に
疫
病

が
起
つ
旋
。
天
皇
の
御
者
に
大
物
主
大
赫
が
現
は
れ
、
疫
病
は
吾
心
よ
ウ
起
つ
た
の
で
、
意
富
多
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ホ
タ
ヘ
ギ
コ

泥
古
と
云
ム
者
を
し
て
吾
霊
を
祭
ら
し
あ
る
と
止
む
と
告
げ
ら
れ
π
の
で
、
意
富
多
多
三
二
と
聞

す
る
者
を
河
内
之
美
努
村
に
求
め
得
て
、
是
を
男
主
と
し
て
御
諸
画
に
大
物
主
大
冊
を
祭
ら
し
め
、

　
イ
　
カ
ソ
　
　
ジ
　
マ
　
チ

猫
伊
迦
賀
色
許
男
命
に
命
じ
て
天
国
地
理
の
肚
を
定
あ
残
る
所
な
く
祭
ら
し
め
ら
れ
だ
れ
ば
疫

蝦
鯛
息
ん
だ
と
古
事
詑
に
出
で
居
る
。
書
紀
で
は
其
話
の
前
町
は
天
皇
の
御
子
で
は
な
く
憩
が

倭
野
心
日
百
襲
姫
命
に
慧
か
つ
て
告
げ
差
と
あ
る
が
、
其
他
の
馬
事
は
大
同
小
異
で
あ
る
。
罪
障

説
に
よ
れ
ば
其
意
富
多
多
泥
古
は
大
物
主
筆
紳
即
大
子
貴
脚
の
子
孫
に
當
っ
て
居
る
ど
云
ふ
こ

と
で
あ
る
。
・
御
諸
山
の
肚
は
大
巳
貴
紳
の
幸
魂
奇
魂
を
祀
っ
た
も
の
で
、
大
場
貴
聯
と
正
解
と
の

．
問
答
の
條
に
、
故
帥
螢
宮
軍
慮
使
華
甲
居
。
此
大
三
輪
之
憩
也
（
書
紀
一
書
）
と
あ
る
を
見
れ
ば
、
崇
憩

天
皇
の
時
に
は
既
に
夙
く
祀
ら
れ
て
居
た
威
、
単
記
が
溺
れ
た
の
を
遠
孫
意
富
多
多
泥
古
を
し
て

再
興
せ
し
め
ら
れ
π
と
見
る
の
が
當
然
で
あ
る
。
紳
斯
様
に
解
繹
す
る
と
盆
塵
鬼
の
思
想
に
近
く

な
っ
て
來
る
。

　
今
日
各
地
方
に
早
見
ぜ
ら
れ
π
古
墳
が
廣
大
の
も
の
で
、
中
に
は
仁
徳
天
皇
御
陵
の
如
く
驚
く

べ
き
挙
隅
の
竜
の
も
あ
る
。
而
し
て
常
に
豊
玉
銀
等
の
貴
重
品
が
遺
骸
と
共
に
埋
潤
せ
ら
れ
、
殉

　
　
　
　
本
・
邦
～
に
於
け
る
瀦
脚
先
那
落
舞
の
形
式
及
意
義
の
野
蒜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
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’
哲
　
　
學
　
　
研
　
　
究
　
　
　
第
　
二
　
山
一
　
五
　
盤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
ハ

死
竜
行
は
れ
だ
と
云
ム
こ
と
で
あ
う
、
後
ま
で
窓
埴
輪
に
且
ハ
遺
風
を
示
し
て
居
る
。
勿
論
一
般
雫

民
ま
で
斯
様
な
厚
葬
を
螢
み
得
π
と
は
湾
へ
ら
れ
な
い
。
梢
後
世
の
定
を
見
る
と
書
紀
巻
二
十

五
に
見
え
て
居
る
大
化
二
年
の
詔
に
王
以
下
身
分
に
癒
じ
て
墓
の
大
小
か
規
定
せ
ら
れ
、
庶
人
亡

時
早
耳
於
地
と
あ
ウ
、
肉
錨
の
制
を
見
れ
ば
凡
三
位
以
上
及
鋼
閥
氏
宗
並
得
螢
墓
以
外
不
合
錐
得

．
螢
墓
者
欲
大
異
者
聴
（
喪
葬
令
）
と
あ
る
か
ら
、
疲
大
な
る
墳
墓
を
螢
む
者
は
貴
族
に
限
つ
控
の
で
あ

「む

､
が
、
下
民
の
葬
惑
是
等
の
規
定
以
上
に
厚
く
し
だ
竜
の
㌦
様
に
想
像
す
べ
き
理
由
が
あ
る
。

而
し
て
厚
葬
の
風
は
租
霊
崇
拝
と
相
国
ふ
竜
の
な
る
乙
と
は
華
甲
を
要
し
な
い
。
彼
大
化
二
年

の
詔
に
、
心
入
死
亡
縛
Q
若
繧
自
殉
。
或
峰
入
殉
。
及
強
殉
難
入
之
馬
。
或
髪
飾
入
。
藏
華
甲
墓
。

或
爲
亡
人
選
髪
刺
股
再
謙
。
如
此
聖
俗
一
瞬
悉
無
。
と
あ
る
を
見
れ
ば
、
殉
死
の
風
竜
か
の
垂
仁

天
皇
に
禁
ぜ
ら
れ
た
と
云
っ
て
竜
、
後
世
面
込
支
那
文
明
輪
入
の
後
衰
で
礎
っ
て
居
た
こ
と
は
明

瞭
で
あ
る
。
　
否
猶
蓬
に
後
徳
川
時
代
に
於
て
も
登
見
す
る
。
　
但
是
は
多
の
廻
者
が
云
つ
だ
癒
職

國
の
．
遺
風
で
、
殺
伐
な
胤
世
に
生
じ
π
新
な
習
慣
で
上
書
殉
死
の
習
と
は
別
に
見
る
べ
き
も
の
で

あ
ら
う
。

　
兎
に
角
上
古
か
ら
租
露
勲
爵
の
存
在
し
π
こ
と
は
明
で
あ
る
が
融
話
時
代
及
後
世
奈
良
朝
あ

π
ら
に
な
る
ま
で
、
除
野
離
な
形
式
の
備
っ
て
居
尤
様
に
は
愛
嬢
諏
。
租
先
崇
舞
と
氏
φ
制
度
と
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は
相
之
つ
た
竜
の
と
普
通
に
考
へ
ら
れ
て
居
る
。
是
は
勿
論
の
話
で
あ
る
が
、
其
に
付
て
竜
或
制

限
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
楓
か
と
思
ぶ
Q
支
那
に
於
て
見
る
が
如
く
死
者
の
霊
は
血
族
．
に
よ
つ

「
℃
祀
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
、
血
族
漸
絶
し
イ
・
蹄
す
る
所
な
く
ば
鷹
を
な
す
と
云
ム
思
想
は
、
租
先
で

な
く
と
竜
家
族
の
中
に
死
者
が
あ
れ
ば
家
長
が
之
を
凝
る
と
云
ふ
習
慣
を
作
ウ
出
す
の
が
慮
然

・
で
あ
る
。
是
が
語
勢
で
、
王
下
篇
霧
五
、
適
子
適
孫
適
曾
孫
適
玄
孫
適
來
孫
。
諸
侯
下
二
三
。
大
夫

・
下
祭
二
ゆ
適
士
及
庶
人
祭
子
等
↑
止
（
禮
祭
法
）
と
あ
る
の
は
其
で
、
今
日
我
邦
に
芝
草
は
れ
て
．
居
る
習
　
．

慣
で
あ
る
。

　
其
よ
う
も
猫
重
大
な
意
味
を
有
す
る
は
、
租
先
の
祭
飛
を
断
絶
せ
し
め
な
い
爲
に
子
孫
を
存
績

せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
孟
子
が
不
孝
有
三
無
二
爲
大
。
舜
不
告
而
要
爲
肥
後
也
。
君
子
七
四

警
告
也
（
離
婁
上
〉
と
云
っ
た
の
は
其
で
あ
る
。
¢
翁
様
に
子
孫
を
残
さ
ん
が
爲
に
は
、
結
婚
の
必
要
條

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　
　
の
　
　
　
も
　
　
ロ

件
だ
る
父
母
の
承
諾
を
も
経
な
い
こ
と
を
是
認
せ
し
め
る
外
、
多
く
の
民
族
に
於
て
養
子
制
度
を

生
み
出
し
℃
居
る
。
支
那
で
は
己
の
父
母
を
捨
て
＼
他
姓
を
縫
く
と
と
は
容
る
さ
れ
て
居
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ロ
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
コ

が
、
租
霊
崇
拝
の
盛
で
あ
っ
た
ヒ
ン
ヅ
喜
人
及
ロ
．
ー
マ
入
の
聞
に
は
養
子
丁
度
が
あ
っ
た
。
我
邦

で
は
三
無
子
者
難
養
四
等
以
上
零
点
昭
穆
合
者
（
戸
全
と
あ
う
。
貞
永
式
目
以
下
貌
竜
養
子
湘
績

を
・
認
め
て
居
る
。
但
轡
陰
雨
…
道
輩
。
笄
本
道
爲
御
家
人
養
子
。
錦
隠
撮
領
事
。
道
歪
面
之
基
也
。

　
　
　
　
．
幽
索
竿
郭
に
於
け
る
麗
弗
…
思
鰯
舞
の
形
式
及
管
繊
鵡
城
の
礎
側
選
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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閉
研
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五
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自
今
以
後
二
二
止
之
へ
貞
永
斑
晶
追
加
）
等
の
制
限
は
あ
っ
だ
。
徳
川
蒔
代
に
至
っ
て
は
武
家
の
家

名
存
績
の
爲
に
も
、
二
男
以
下
二
分
の
爲
に
竜
、
養
子
制
度
は
無
く
て
は
な
ら
ぬ
者
で
あ
っ
た
9
此

養
子
制
度
に
類
似
し
た
も
の
は
古
代
に
設
け
ら
れ
た
御
子
代
又
御
名
代
の
部
民
で
あ
る
。
但
是

は
後
世
の
荘
園
の
如
き
も
の
で
供
御
の
御
料
に
充
て
ら
れ
カ
も
の
で
あ
る
と
云
ひ
叉
警
部
を
し

て
永
く
祭
祀
を
綴
が
し
め
ら
れ
だ
か
ど
う
か
は
明
で
な
い
が
、
子
孫
を
残
さ
れ
な
か
つ
π
皇
族
の
．

名
を
永
く
後
世
に
傳
へ
し
め
ん
爲
で
あ
っ
π
と
見
れ
ば
租
二
面
葬
に
關
係
が
な
い
と
は
云
は
・
れ

澱
。　

子
孫
繁
榮
し
て
永
く
家
名
を
失
墜
せ
ず
朝
廷
に
仕
へ
な
け
れ
ば
な
ら
顧
と
云
ふ
考
は
奈
良
朝

に
は
特
に
顯
著
に
示
さ
れ
て
居
る
。
萬
葉
集
巻
十
八
に
あ
る
大
虚
家
持
の
賀
陸
奥
國
出
金
詔
書

歌
、
同
く
爲
幸
行
芳
野
離
宮
之
議
長
作
歌
、
点
く
巻
二
十
に
あ
る
喩
族
歌
を
見
よ
。
大
工
能
等
保
追

訴
牟
於
夜
能
於
久
痴
愚
波
之
流
久
之
論
著
応
急
等
能
之
流
倍
久
と
云
ひ
、
物
能
布
能
夜
長
氏
人
毛

與
之
努
河
波
多
年
流
優
等
奈
久
都
加
虚
心
蓮
見
牟
と
云
ふ
の
は
當
時
の
．
思
想
を
代
表
す
る
竜
の

で
あ
ら
う
。
叉
聖
武
天
皇
の
詔
に
は
君
臣
軽
子
乃
最
遠
忘
事
無
記
緩
三
二
天
皇
御
世
御
世
爾
明

浮
心
二
二
而
租
名
詮
戴
持
而
天
地
悪
説
ホ
長
久
遠
久
仕
奉
禮
（
績
二
十
五
）
と
あ
う
、
同
様
の
教
訓
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

歴
朝
の
宣
命
に
屡
繰
返
さ
れ
て
居
る
。
此
家
門
繁
榮
家
名
奪
重
の
槻
念
は
亡
霊
崇
拝
に
俘
て
起



．
姐

り
、
之
に
依
っ
て
強
あ
ら
れ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
之
を
離
れ
て
も
二
二
す
る
、
今
日
欧
洲
諸
國

に
は
二
三
崇
拝
は
な
い
が
家
名
奪
重
の
観
念
は
あ
る
。
而
し
て
今
日
の
所
謂
認
先
崇
拝
に
は
此
卜

家
門
繁
榮
家
名
奪
重
の
動
機
が
強
く
現
は
れ
て
居
る
乙
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
滋
。

　
二
品
に
氏
紳
と
爾
す
る
竜
の
が
あ
っ
て
元
旦
、
出
産
、
繊
陣
、
出
立
等
の
二
合
に
之
を
拝
し
、
猫
二
月

四
月
、
十
一
月
に
氏
の
長
者
が
思
入
を
濡
し
て
例
祭
を
行
ひ
、
氏
人
の
墾
拝
す
る
者
に
は
特
に
暇
を

賜
は
つ
だ
こ
と
は
三
遍
七
年
の
太
政
官
符
に
諸
人
氏
瀞
多
面
畿
内
毎
年
二
月
四
月
十
一
月
何
軸

先
租
之
二
言
若
有
申
請
者
直
下
宮
宣
（
類
襲
三
代
格
十
九
）
と
あ
る
に
よ
っ
て
明
で
あ
る
。
此
面
憩

は
愛
に
冊
子
之
常
祀
と
あ
る
如
く
、
其
氏
の
始
祀
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
叉
始
租
を
氏
紳
と
す

る
の
が
普
遍
で
あ
る
之
と
は
諸
書
に
其
謹
が
あ
っ
て
、
紳
名
式
の
俘
氏
聯
肚
面
面
宮
漏
肚
な
ど
は

最
よ
い
例
で
あ
る
。
伊
勢
貞
丈
は
曰
く
『
氏
聯
は
氏
の
元
山
聯
也
。
藤
原
氏
は
天
宮
屋
根
命
也
。

挙
氏
は
桓
武
天
皇
を
氏
紳
と
す
る
也
。
吉
士
氏
は
評
定
天
皇
を
血
書
と
す
。
源
氏
は
清
和
天
皇
、
嵯

峨
源
氏
は
嵯
峨
天
皇
、
村
上
源
氏
は
村
上
天
皇
を
史
書
と
す
る
な
今
。
叉
八
幡
を
源
氏
の
氏
瀞
と

い
ふ
人
あ
6
’
。
謬
也
。
八
幡
は
軍
聯
也
。
　
八
幟
を
あ
が
め
貴
む
こ
と
源
氏
の
み
に
限
る
べ
か
ら
ず
』
。

（
難
記
＋
六
）
と
云
っ
て
居
る
。
是
は
道
理
上
至
當
と
見
免
る
が
事
實
は
、
さ
ほ
ど
箪
純
で
は
な
い
。

　
氏
聯
と
云
ふ
語
の
最
古
く
見
え
て
居
る
の
は
先
代
奮
事
本
紀
で
、
天
孫
本
紀
の
伊
香
色
雄
命
の

　
　
　
　
本
り
邦
に
於
け
る
腔
先
黙
擢
罫
の
形
式
及
出
品
畿
の
鍵
遜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
九
　
　
　
　
　
　
　
、
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、
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
Q

條
に
遷
磁
器
都
大
憩
赴
於
大
倭
画
邊
郡
石
上
邑
。
期
天
塩
出
盛
愛
日
箪
。
　
自
天
受
來
天
面
癖
贅
。

同
共
藏
齊
。
虚
日
石
上
大
証
。
以
遠
國
家
亦
爲
氏
榊
。
崇
祠
爲
鎮
。
と
あ
る
が
始
で
あ
る
。
氏

紳
と
云
ふ
の
は
物
部
氏
の
露
霜
で
、
伊
香
色
面
出
は
物
部
の
遠
祀
饒
蓮
日
電
六
世
の
孫
に
當
る
。

憂
事
本
紀
が
聖
徳
太
子
の
撰
で
な
い
乙
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
伊
勢
貞
潔
の
様
に
一
概
に
調
書
と

し
て
斥
け
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
本
唐
宣
長
が
血
書
は
古
事
記
書
紀
を
本
と
し
猫
古
血
説
を
加
へ

て
作
ら
れ
π
も
の
で
強
ち
捨
つ
べ
き
竜
の
で
竜
な
い
と
云
っ
て
居
る
の
が
穏
當
で
あ
る
。
此
石

上
紳
肚
に
面
す
る
記
事
は
書
紀
応
仁
天
皇
八
十
七
年
に
故
物
部
逮
等
至
子
今
治
石
上
紳
賓
Q
是

其
葉
軸
と
あ
る
に
相
噛
す
る
竜
の
で
あ
る
。
石
．
上
帥
胱
に
祭
ら
れ
る
布
都
御
魂
は
、
建
御
疲
弊
が

虹
ハ
を
以
て
申
國
を
征
露
せ
ら
れ
だ
卒
國
之
劒
で
、
武
族
π
る
物
部
茂
が
祭
る
に
は
相
室
の
こ
と
で

は
あ
る
が
遠
祀
で
は
な
炉
。
但
石
上
魚
肚
に
饒
遽
日
奪
が
高
天
原
よ
う
傳
來
し
π
と
稻
す
る
天

璽
瑞
寳
を
合
祀
ぜ
ら
れ
る
黙
よ
り
見
れ
ば
物
部
茂
の
氏
紳
と
云
ふ
の
も
不
都
合
で
は
な
い
。
藤

原
氏
は
春
日
紳
肚
の
外
鹿
島
紳
．
祉
、
香
取
紳
鮭
を
氏
紳
と
し
て
居
る
が
、
震
に
は
中
臣
氏
の
租
天
晃

屋
根
受
難
飛
ら
れ
て
は
居
る
が
、
元
生
は
、
建
御
雷
聯
、
経
都
主
典
で
あ
っ
て
、
若
愈
々
を
祭
る
と
な
ら

ば
河
内
直
感
聯
肚
を
氏
憩
と
す
べ
き
筈
で
あ
る
。
京
都
李
野
働
事
は
八
丈
紳
と
呼
ば
れ
て
源
、
李
㌔

高
階
、
大
江
、
畑
原
、
清
原
、
菅
原
、
秋
篠
諸
氏
の
紳
と
な
っ
て
居
る
。
　
俘
信
友
の
云
へ
る
如
く
此
れ
は
桓



413

武
闘
の
平
鞘
を
祭
る
と
云
へ
ば
兎
も
角
で
あ
る
が
（
蕃
愚
考
V
単
極
を
祭
る
と
云
ふ
読
菟
あ
ウ
、
普
逼

世
間
に
傳
ふ
如
く
臼
本
巣
婁
今
木
）
仲
哀
天
皇
（
久
度
）
、
仁
．
徳
天
皇
（
古
開
）
天
照
大
聯
（
地
学
）
と
し
て
は
、
前

述
八
姓
の
耳
蝉
た
る
べ
き
理
由
は
明
瞭
で
な
い
。
函
丈
の
云
っ
て
る
通
ム
八
幡
は
軍
紳
で
、
源
氏
・

の
氏
紳
で
な
V
か
込
知
れ
ぬ
が
、
王
家
以
來
氏
の
守
護
瀞
と
し
て
．
殊
に
鶴
岡
八
幡
宮
を
崇
敬
し
π

こ
と
は
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
る
。
李
氏
は
清
盛
以
來
早
島
聯
杜
を
氏
の
守
護
聯
と
し
、

猫
後
に
は
日
吉
山
王
を
単
離
と
し
延
暦
寺
を
氏
寺
と
し
π
。
．
是
等
は
外
出
後
世
の
乙
と
で
あ
ウ
、

叉
軍
氏
の
日
吉
山
王
に
於
け
る
揚
合
は
源
氏
に
封
抗
せ
ん
爲
に
叡
山
の
僧
兵
を
味
方
に
入
れ
る

一
時
の
策
略
で
あ
っ
だ
で
あ
ら
う
が
、
兎
に
角
氏
紳
は
卑
し
も
氏
の
藁
筆
に
限
ら
綴
こ
と
は
明
で
、

而
も
石
上
、
鹿
島
、
香
取
、
雫
野
な
ど
の
例
に
よ
つ
て
其
が
蝕
程
古
く
か
ら
始
ま
つ
だ
こ
と
が
分
か
る
。

・
今
疑
で
は
外
耳
と
産
土
紳
と
墓
守
瀞
と
の
差
罰
が
な
．
く
な
っ
て
、
一
様
に
之
を
氏
聯
と
稽
し
、
之

を
奪
崇
す
る
者
を
氏
子
と
塾
し
て
居
る
が
、
先
人
は
多
く
此
混
同
を
正
す
こ
と
に
の
み
力
を
用
ひ

ら
れ
て
居
る
様
で
あ
る
。
翼
淵
、
貞
丈
、
高
樹
早
藤
ウ
。
然
し
な
が
ら
吾
入
の
立
揚
か
ら
見
る
と
．
此

混
同
は
自
然
の
こ
と
で
叉
妓
に
隔
霧
の
、
重
要
挙
る
意
義
が
あ
る
。
氏
脚
は
氏
の
組
紳
．
産
土
榊
は

出
生
地
（
産
土
、
本
居
）
の
棘
桶
鎭
守
榊
は
断
書
の
守
護
紳
で
元
座
骨
別
が
あ
っ
疫
に
相
違
な
い
が
、
古
代

に
は
人
民
が
氏
に
よ
つ
て
群
を
な
し
、
一
地
方
を
占
有
し
て
居
π
で
あ
ら
う
か
ら
、
其
氏
紳
は
同
時

　
　
欝

　
　
　
　
本
邦
に
於
け
る
瓢
先
曝
．
癖
の
形
式
及
惣
義
の
墾
蓬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
　
　
F
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、
　
　
　
　
一
二

　
　
　
　

に
其
地
方
の
鎮
守
で
あ
う
、
又
沼
地
に
産
ま
れ
π
者
に
は
同
時
に
産
土
紳
で
も
あ
っ
だ
と
云
は
れ

る
。
而
し
て
諸
氏
が
落
居
し
、
氏
族
制
度
が
力
を
失
ひ
、
人
々
と
租
帥
と
の
關
係
も
記
憶
に
・
遠
か
る

．
に
從
ひ
、
此
三
者
は
明
瞭
な
る
匿
別
を
失
つ
だ
の
で
あ
ら
5
。
富
田
篤
胤
が
『
い
と
上
代
に
は
冷
々

の
國
造
な
ど
其
干
る
庭
に
租
紳
を
祭
れ
る
が
多
か
れ
ば
其
氏
租
の
瀞
や
が
て
、
産
土
紳
な
る
も
多

か
ム
し
故
に
世
に
な
べ
て
馬
帥
と
産
土
帥
と
を
混
一
に
思
ふ
こ
と
㌧
な
う
け
ん
』
（
玉
手
纏
）
と
云
っ

て
居
る
の
は
正
し
い
。
中
に
は
藤
井
高
碕
の
云
へ
る
如
く
、
土
地
の
有
名
な
る
産
土
溢
血
に
其
地

の
氏
族
が
組
紳
を
合
祀
し
漏
壷
に
混
じ
だ
の
も
ハ
松
露
落
葉
）
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
窟
霊
崇
拝
が

如
何
に
し
て
國
民
的
紳
’
露
の
崇
拝
に
移
つ
π
か
．
は
解
し
難
い
と
云
っ
て
居
る
西
洋
の
宗
面
輪
究

者
が
多
い
が
．
本
邦
に
於
け
る
幽
幽
と
産
土
紳
の
混
一
は
此
問
題
を
解
…
繹
す
べ
き
手
が
、
う
で
は

な
か
ら
う
か
。
此
混
一
は
何
時
代
に
始
ま
つ
π
か
。
記
銀
の
上
で
は
臥
油
日
件
鋒
に
『
凡
世
人
二

流
明
圭
心
心
所
生
地
者
謂
之
豊
富
。
　
予
生
泉
州
界
南
。
　
故
住
吉
乃
氏
紳
也
』
と
あ
る
の
が
古
い
穣

で
、
世
事
百
談
に
も
之
を
引
用
し
て
居
る
。
之
は
文
安
四
年
八
月
十
三
日
の
記
事
で
あ
る
が
、
其
よ

ウ
も
夙
く
一
般
に
産
土
瀞
を
虚
血
と
面
し
π
こ
と
は
此
丈
句
に
よ
っ
て
疎
影
せ
ら
れ
る
。
藤
原

氏
が
鹿
島
肚
を
爵
号
と
し
π
の
は
、
鎌
足
の
産
土
紳
で
あ
る
か
ら
だ
と
云
ふ
読
竜
あ
る
。
兎
に
角

始
租
を
氏
紳
と
し
て
祭
る
と
云
ふ
考
は
時
代
の
総
総
と
共
に
絵
程
薄
弱
に
な
っ
て
來
た
こ
と
は
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否
定
す
る
べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
る
。
氏
其
者
を
見
て
竜
愚
母
が
之
を
拳
み
て
固
く
團
結
し
て

居
禿
の
は
遠
い
古
の
≧
と
で
、
些
事
天
皇
の
時
弊
に
混
鳳
を
生
じ
て
居
た
と
云
ひ
、
大
化
の
改
新
に

は
大
打
撃
を
受
け
現
存
大
幣
令
に
は
繊
嗣
令
に
あ
る
『
塘
路
宗
母
子
草
』
と
、
喪
葬
令
に
あ
る
『
別
租
氏

宗
並
得
螢
墓
』
の
二
個
所
の
外
は
氏
上
の
乙
と
は
見
え
て
居
な
い
。
云
は
鵬
名
轡
の
激
発
に
過
ぎ

な
い
様
な
も
の
で
、
氏
子
祭
に
氏
人
を
率
み
て
墾
拝
す
る
こ
と
位
が
唯
一
の
意
味
あ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
後
世
に
至
る
ま
で
征
夷
大
多
難
が
源
氏
長
者
を
名
乗
っ
て
居
て
も
氏
と
し
て
の
意
義
は

愚
な
く
、
苗
字
で
呼
ば
れ
る
様
，
に
な
っ
て
は
氏
竜
忘
れ
ら
れ
、
ま
し
て
元
鶉
天
正
以
後
の
田
舎
武
士

が
源
又
は
李
何
某
と
名
乗
る
如
き
は
何
の
意
味
竜
な
い
も
の
で
あ
る
。
故
に
今
日
．
の
租
先
」
崇
揮

は
古
の
氏
紳
崇
拝
と
全
無
關
係
で
あ
る
と
罵
言
は
し
な
い
が
、
他
に
脚
下
有
力
な
．
要
素
が
加
は
つ

π
も
の
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
諏
。
其
は
何
で
あ
る
か
。

　
其
新
ら
し
い
要
素
と
云
ふ
は
儒
教
甜
教
及
封
建
練
墨
で
弼
竜
此
三
者
は
互
に
結
製
し
て
祀
先

崇
拝
の
勢
を
助
け
π
も
の
で
、
唐
虞
が
何
事
迄
力
を
有
し
て
居
π
か
は
殆
分
離
し
て
考
へ
る
こ
と

が
出
來
な
い
。

　
國
忌
は
朱
鳥
二
年
九
月
持
統
天
皇
が
天
武
天
皇
の
爲
に
國
忌
齋
を
京
都
の
諸
寺
に
設
け
ら
れ

π
を
始
と
し
、
（
組
三
十
）
皇
孝
思
耐
慨
后
等
の
爲
に
歴
代
還
御
忌
日
に
行
は
れ
た
の
も
の
で
．
嘉
日
は

　
　
　
　
出
不
郭
に
於
け
る
麗
臨
先
煤
購
拝
の
形
式
及
慧
ド
漉
の
礎
遜
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三

琵
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哲
壌
研
究
・
　
第
二
十
五
號
　
　
、
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

朝
務
を
腰
し
、
督
樂
を
禁
ぜ
ら
れ
た
。
是
は
令
に
よ
れ
ば
治
部
省
の
掌
る
所
と
な
っ
て
居
る
。
圓

忌
が
君
子
二
面
身
二
三
忌
日
之
謂
也
、
（
禮
祭
義
）
か
ら
出
π
の
は
明
で
、
今
日
民
問
で
忌
日
叉
詳
丹
と

稔
す
る
．
も
の
と
岡
じ
で
あ
る
。
心
心
乱
雲
に
あ
つ
か
ら
れ
る
の
は
江
次
第
抄
の
説
に
よ
れ
ば
、
村
，

上
天
皇
以
後
は
天
智
、
光
仁
、
桓
武
、
文
徳
、
光
孝
、
醍
醐
の
六
帝
に
限
ら
れ
疫
と
あ
る
が
、
其
他
に
も
あ
っ

た
ら
し
い
。
代
弁
に
疏
を
除
き
親
を
加
へ
或
は
七
國
忌
或
は
九
國
忌
を
立
て
ら
れ
た
と
云
ふ
の

は
、
支
那
の
天
子
七
二
叉
は
九
品
の
制
に
倣
は
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
が
式
は
等
式
で
あ
っ
た
。

叉
毎
年
十
二
月
、
吉
濤
を
選
び
、
帝
陵
及
外
戚
の
墓
に
荷
前
の
使
を
立
て
ら
れ
π
の
竜
持
統
天
皇
の

朝
に
始
嚢
る
と
傳
へ
て
居
る
が
確
で
は
．
な
い
。
是
に
預
る
陵
墓
月
代
毎
に
親
疏
に
よ
っ
て
加
除

せ
ら
れ
或
は
論
士
血
塗
、
或
は
十
陵
八
二
と
な
っ
て
一
定
し
な
い
が
、
是
も
支
那
の
廟
琿
吾
等
の
鰯

か
ら
來
π
竜
の
に
違
な
い
が
、
其
藪
は
合
は
な
い
。
其
申
に
鎌
足
、
冬
嗣
等
の
墓
の
加
へ
ら
れ
て
居

る
の
は
、
藤
原
氏
專
椹
の
言
容
で
あ
っ
た
爲
と
思
は
れ
る
。
而
し
て
．
國
忌
の
佛
式
．
で
あ
っ
た
に
反

し
て
是
は
紳
式
で
あ
っ
た
Q

　
訳
に
今
日
上
下
を
通
じ
て
行
は
れ
る
年
忌
に
就
て
考
へ
る
に
、
是
込
時
代
に
よ
っ
て
大
に
差
が

あ
る
。
　
一
周
忌
及
三
年
忌
は
禮
記
の
父
母
之
必
滅
而
小
鮮
叉
期
而
大
群
の
小
群
大
鮮
に
痴
る
の

で
、
明
に
儒
敏
の
込
の
で
あ
る
。
是
は
古
か
ら
行
は
れ
た
こ
と
で
、
前
に
墨
げ
疫
持
統
天
皇
が
國
忌



　
齋
を
設
け
ら
れ
泥
の
は
天
武
天
皇
の
御
一
周
忌
に
當
る
。
日
本
紀
に
國
忌
を
ハ
プ
と
訓
ず
る
は

　
灘
の
意
で
あ
ら
う
・
七
年
＋
三
年
以
下
の
年
忌
は
庸
教
に
も
佛
教
に
竜
心
墨
本
邦
に
限
ら
れ

　
た
警
慣
の
様
で
あ
る
。
十
三
年
忌
は
十
二
支
更
薪
の
年
に
當
る
か
ら
で
、
是
は
雫
安
朝
に
は
あ
っ

　
た
の
で
あ
る
が
、
少
納
言
信
西
十
三
年
忌
に
當
っ
て
、
櫻
町
申
納
言
欲
修
之
、
画
聖
僧
高
野
明
遍
不
同

　
之
（
束
見
記
）
と
あ
る
。
其
頃
は
必
行
ふ
と
暴
挙
ら
な
か
っ
た
と
以
還
る
。
寛
喜
二
年
＋
二
月
廿
五

　
日
に
故
右
大
臣
家
實
朝
十
三
年
御
寺
善
也
（
吾
妻
鑑
ご
十
七
）
と
あ
る
を
見
れ
ば
、
千
早
は
既
に
一
般

　
の
慣
例
レ
し
な
っ
て
与
奪
の
で
あ
ら
と
ノ
。
十
三
年
中
二
十
年
を
輸
那
へ
て
こ
一
十
三
か
牛
手
脚
が
出
來
・
幽
κ
ら

　
し
い
。
是
は
鎌
倉
の
末
に
始
嚢
つ
疫
が
園
大
暦
に
貞
和
三
年
九
月
廿
五
預
、
今
日
竹
林
馬
入
濫
左

　
大
臣
三
十
三
回
忌
辰
也
、
因
鼓
贋
義
門
院
就
干
西
園
寺
無
量
光
院
壇
揚
被
修
回
雪
事
、
三
軍
月
佛
事

　
先
規
未
詳
中
略
然
而
或
叉
有
螢
此
事
之
人
歎
、
予
先
斗
此
忌
辰
、
有
相
螢
事
、
斯
詮
幽
露
単
軸
編
、
遽
近

　
蓋
懇
志
之
條
、
可
叫
孝
子
之
道
欺
と
あ
る
か
ら
、
南
北
朝
頃
迄
墨
論
の
あ
っ
た
こ
と
が
解
か
る
。
後

　
徳
川
時
代
に
十
三
年
と
三
十
三
年
の
間
に
二
十
三
年
忌
が
出
來
た
。
叉
手
二
支
二
週
し
て
二
十

　
．
五
年
忌
と
云
ふ
の
竜
あ
・
る
。
七
年
忌
は
更
に
新
ら
し
い
習
慣
で
あ
る
。
七
と
云
ふ
の
は
佛
敏
か

　
ら
來
た
の
で
、
七
七
矯
を
中
陰
と
す
る
の
は
人
の
普
く
知
る
所
で
天
鷹
元
年
十
二
月
癸
丑
．
當
太
上

如
　
天
皇
（
光
仁
）
初
始
筆
七
大
寺
諦
維
、
唐
馬
之
後
、
毎
値
七
日
、
於
京
都
諸
寺
謙
経
焉
。
　
叉
勅
天
下
諸
國
、
七

　
　
　
　
　
本
邦
に
於
け
る
瓢
先
，
懇
不
舞
の
形
式
無
意
義
の
愛
遷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五
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哲
　
　
學
　
　
醗
　
　
究
　
　
　
第
　
二
　
十
　
五
　
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
山
ハ

七
之
日
、
令
國
分
二
寺
見
僧
尼
奉
爲
設
齋
以
追
輻
焉
。
（
績
紀
三
十
六
）
と
あ
る
は
天
、
皇
の
爲
に
行
は

れ
た
一
例
で
あ
る
。
此
七
の
数
を
年
に
當
て
七
年
忌
を
立
て
カ
の
は
室
町
の
始
か
ら
で
、
後
更
に

十
・
宛
を
加
へ
て
十
七
年
忌
、
二
十
七
年
凸
心
三
十
七
年
忌
な
ど
が
始
ま
つ
カ
〇
二
十
一
年
忌
は
、
ぬ
徳
川

時
代
に
天
海
僧
正
が
伊
勢
三
宮
を
始
め
と
し
て
諸
島
証
が
二
十
一
年
目
に
改
造
せ
ら
れ
る
の
に

倣
っ
て
始
め
た
と
云
醇
へ
ら
れ
て
居
る
。
其
外
に
は
五
十
年
忌
が
あ
参
以
後
五
十
年
毎
に
遠
忌

を
込
む
こ
と
に
な
っ
て
居
る
か
．
是
は
平
入
と
し
て
は
集
る
べ
き
こ
と
だ
と
云
ふ
言
忌
あ
る
。

　
　
　
　
　
ゆ

　
要
す
る
に
七
年
以
後
の
忌
は
本
朝
特
有
の
習
慣
で
、
李
安
朝
に
始
ま
ウ
次
第
に
其
回
数
を
堰
し

徳
川
期
に
至
っ
て
定
ま
っ
た
も
の
で
、
共
最
多
く
は
足
利
以
後
に
起
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
後
に
蓮

べ
る
封
建
調
度
と
の
關
係
上
記
憶
す
べ
き
値
が
あ
る
。
か
の
翼
無
題
事
編
に
副
寺
十
三
年
、
十
七

年
、
三
十
三
年
、
四
十
年
、
五
十
年
．
六
十
年
忌
を
螢
む
べ
き
こ
と
が
、
聖
徳
太
子
の
早
島
本
紀
に
出
て
居

る
な
ど
㌦
云
ふ
の
は
探
る
に
足
ら
諏
説
で
あ
る
。
叉
言
忌
紳
道
者
が
五
日
及
五
年
毎
に
祭
典
を

行
ふ
の
は
此
年
忌
の
習
慣
が
出
燕
て
後
、
佛
敏
の
七
に
代
へ
て
五
を
用
ひ
た
の
で
、
古
紳
遣
に
擦
が

あ
る
の
で
は
な
い
。

　
扱
今
日
佛
敏
信
者
の
家
に
ぽ
佛
壇
が
あ
っ
て
、
本
奪
と
合
せ
て
組
先
の
位
牌
を
祭
っ
て
居
る
が
、

此
習
慣
は
如
何
に
し
て
生
じ
た
か
。
天
武
天
皇
十
四
年
三
月
壬
串
、
詔
、
面
面
毎
家
作
佛
含
、
乃
置
佛

，
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像
及
経
、
以
禮
騨
供
養
紀
二
十
九
）
と
あ
っ
て
も
其
時
か
ら
一
般
に
行
は
れ
π
竜
の
と
は
思
ば
れ
な

い
。
．
藤
原
町
の
興
編
寺
“
法
成
寺
、
七
五
氏
の
聯
潜
勢
を
始
と
し
て
、
氏
寺
と
黙
す
る
も
の
が
あ
っ
て

一
族
の
冥
輻
を
所
う
、
叉
邸
宅
を
改
め
て
寺
と
す
る
こ
と
が
壁
塗
朝
に
流
行
し
だ
が
、
是
等
は
豪
族

名
門
に
限
ら
れ
て
居
だ
。
勿
論
其
朝
の
中
葉
以
後
は
邸
内
に
持
佛
堂
を
設
け
る
こ
と
の
流
行
し

だ
の
は
数
多
の
例
諺
が
あ
う
、
叉
建
築
史
上
今
日
の
床
の
間
は
佛
像
を
置
い
た
竜
の
だ
と
云
ぶ
か

ら
古
く
か
ら
住
宅
の
申
に
佛
像
を
置
き
、
時
に
僑
尼
を
講
じ
て
供
養
す
る
ζ
と
の
あ
っ
だ
も
の
と

は
考
へ
る
が
、
今
H
の
如
く
怪
く
行
は
れ
る
に
至
つ
疫
の
は
、
除
程
後
世
の
こ
と
と
思
は
れ
る
。

孟
蘭
盆
に
は
菩
提
寺
の
鱈
が
戸
毎
に
棚
経
を
警
む
が
、
棚
経
は
徳
川
時
代
に
至
っ
て
現
は
れ
た
語

で
あ
る
。
恐
く
は
切
支
丹
宗
門
禁
制
の
爲
に
寺
が
戸
籍
を
掌
る
檬
に
次
っ
て
か
ら
、
檎
閲
の
意
味
．

を
乗
ね
て
之
を
始
め
た
の
で
あ
ら
う
。
又
棚
経
．
が
始
ま
つ
だ
の
で
戸
毎
に
佛
壇
を
設
け
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
へ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ら
5
。
過
去
帳
は
畢
安
朝
に
あ
っ
だ
様
で
あ
る
が
、
位
牌
は
鎌
倉
疇

代
以
後
の
も
の
で
あ
る
。
支
那
で
も
宋
以
後
始
め
て
用
び
π
と
云
ぶ
。
筆
触
佛
敏
に
は
な
か
つ

カ
の
を
儒
教
の
淋
主
に
倣
っ
て
作
つ
尤
と
云
ふ
読
が
正
し
い
と
考
へ
る
。
今
日
帥
道
者
の
用
ひ

る
霊
璽
と
稻
す
る
も
の
は
、
明
に
紳
主
の
模
倣
で
、
極
め
て
薪
ら
し
い
。

　
以
上
蓮
べ
陀
年
忌
は
素
式
に
よ
っ
て
螢
誉
れ
る
が
、
佛
教
の
立
場
よ
り
見
て
之
は
何
を
意
昧
す

　
　
　
　
太
丁
邦
に
於
け
る
麗
先
崇
拝
の
形
式
及
澄
義
の
蔓
悪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
噸
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卿
る
か
と
云
ふ
に
、
浮
土
密
宗
は
姑
刎
と
し
、
亡
者
の
爲
に
追
善
を
す
サ
。
の
で
あ
る
。
亡
奢
の
爲
に
善

　
業
を
修
し
其
功
徳
を
廻
ら
し
、
彼
亡
者
に
向
は
し
め
る
の
で
、
廻
向
老
七
二
功
徳
、
向
他
衆
生
垂
垂
無

　
上
佛
菩
提
如
愚
論
入
角
器
必
遠
聞
（
四
教
集
解
）
の
意
味
で
あ
る
。
敵
に
其
功
徳
は
｝
部
之
を
修
す

　
る
者
に
一
部
之
を
悪
く
る
者
に
向
ぷ
。
受
く
る
者
は
之
に
よ
つ
て
絡
に
は
綿
果
を
得
る
課
で
、
此

　
思
想
を
最
よ
く
現
は
す
竜
の
は
霊
蘭
盆
で
あ
る
。
七
月
十
五
日
に
七
号
の
父
母
及
現
在
痴
愚
の

　
厄
難
申
の
者
の
爲
に
百
昧
悪
果
を
具
へ
十
方
大
徳
衆
僑
…
に
供
養
す
る
。
　
日
逗
が
之
を
設
け
て
母

　
の
倒
懸
の
苦
を
二
つ
π
と
云
ふ
話
か
ら
始
ま
っ
て
、
支
那
で
は
梁
武
帝
が
始
あ
て
之
を
行
っ
た
と

　
云
ひ
、
晋
階
に
は
盛
に
行
は
れ
カ
。
我
邦
で
は
齊
朋
天
皇
三
’
年
秋
七
月
辛
丑
、
作
須
払
出
営
業
飛
鳥

　
寺
西
、
且
設
孟
浪
盆
會
（
紀
二
十
六
）
と
あ
る
を
始
め
と
す
と
云
ふ
が
、
其
に
先
っ
て
推
古
天
皇
十
四
年

　
．
に
自
是
年
初
二
塁
、
四
月
八
日
、
七
月
十
五
日
設
齋
（
紀
二
十
二
）
と
あ
る
の
竜
誕
生
會
と
孟
蘭
盆
會
に

　
相
違
な
い
。
其
後
何
の
時
代
に
竜
行
は
れ
今
日
も
我
邦
年
申
行
事
の
重
な
る
者
π
る
こ
と
は
入

　
の
知
る
通
で
あ
る
。
孟
蘭
盆
會
は
父
母
長
育
慈
愛
之
愚
を
報
ず
と
は
云
ぷ
竜
の
＼
父
母
の
盤
が

　
厄
難
の
申
に
あ
る
も
の
と
し
て
其
倒
懸
の
苦
を
救
ふ
》
こ
誤
ふ
の
は
報
本
反
始
、
蓋
物
敬
之
誠
と
云

　
♪
ハ
儒
教
の
旧
心
想
」
に
も
、
叉
加
川
此
仙
仏
奉
爾
粛
軍
今
班
去
一
構
慨
天
白
王
我
加
朝
廷
乎
｝
牛
久
安
久
足
”
獅
』
幽
囚
茂
御
世
爾
齋

　
奉
幣
常
石
爾
堅
石
爾
礪
閑
々
利
奪
還
仕
奉
流
緊
々
家
々
王
等
卿
等
乎
母
李
久
天
皇
我
朝
廷
爾
伊
加
志
夜
久
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波
叡
能
如
久
仕
奉
利
佐
加
叡
志
米
賜
（
春
日
祭
胱
詞
）
と
云
ふ
我
邦
の
思
想
に
も
い
た
く
遠
か
つ
て
居
．

る
。
故
に
亘
理
章
三
郎
氏
は
國
雪
道
徳
論
建
設
に
於
て
此
等
蘭
盆
の
思
想
を
排
斥
し
て
居
ら
れ

る
。
然
し
我
國
民
が
果
し
て
父
母
倒
懸
の
苦
を
救
ふ
と
去
ふ
槻
念
を
以
て
孟
蘭
盆
を
行
ひ
來
つ

陀
竜
の
で
あ
ら
う
か
。
元
鞍
替
天
的
な
我
身
民
に
は
此
思
想
は
鯨
ム
深
刻
過
ぎ
る
。
彼
等
は
其

意
味
を
発
否
定
し
な
い
迄
も
、
或
は
佛
敏
に
假
ム
て
込
古
の
氏
聖
祭
の
槻
念
が
混
入
し
、
冥
界
に
あ

る
租
先
が
暑
中
休
暇
を
得
て
濾
5
8
族
と
團
簗
の
樂
を
倶
に
す
る
の
だ
と
思
ひ
、
支
那
流
に
云
へ
ば
髪

髭
ど
し
て
來
づ
饗
し
位
に
考
へ
て
は
居
な
か
つ
疫
か
。
　
孟
蘭
盆
に
は
籔
入
が
あ
ウ
燈
籠
流
、
盆
踊

の
檬
な
厄
避
な
竜
の
が
俘
っ
て
居
る
の
は
耳
蝉
息
を
洩
す
竜
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
佛
敏
の
教

理
か
ら
見
て
も
既
に
野
馬
を
得
売
者
は
佛
位
に
至
る
タ
、
を
得
る
の
で
、
祀
霊
を
紳
と
し
て
祭
う
其

徳
を
頚
し
．
遺
族
の
幸
編
を
量
る
と
云
ふ
我
邦
固
有
の
思
想
と
融
合
し
得
べ
き
鯨
帯
を
存
し
て
居

る
。
共
織
に
於
て
墓
督
敏
と
佛
敏
と
は
著
し
く
違
っ
て
居
る
。
墓
督
教
で
は
天
國
に
入
つ
セ
竜

紳
に
は
な
れ
な
い
。
基
督
教
が
西
洋
諸
國
の
組
先
崇
拝
を
亡
し
た
の
と
蓮
っ
て
、
聖
意
が
我
邦
の

租
先
崇
拝
を
寧
盛
な
ら
し
め
尤
の
は
、
舷
か
ら
來
て
居
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　
前
に
萬
葉
集
及
宣
命
を
引
い
て
、
奈
良
朝
あ
π
う
の
租
先
崇
拝
に
は
家
門
の
繁
榮
と
云
ふ
槻
念

が
著
し
ぐ
現
は
れ
て
居
る
と
云
っ
た
が
、
其
に
は
門
地
を
貴
ぶ
と
云
ふ
考
の
伸
っ
て
居
る
こ
と
は

　
　
　
　
奉
邦
．
に
…
於
け
る
麗
先
患
爪
罪
の
形
式
及
出
芯
義
の
憂
蓬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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蛾
　
勿
論
で
、
叉
門
地
の
考
が
封
建
制
度
の
下
に
大
に
盛
に
な
る
こ
と
竜
朋
な
事
實
で
あ
る
。
我
邦
の

　
武
士
が
戦
揚
で
名
乗
を
揚
げ
吾
家
の
系
圖
叉
霜
先
の
武
勲
を
長
々
と
述
べ
た
の
は
、
足
利
叉
太
郎

　
　
一
人
に
限
ら
な
い
の
で
、
是
が
租
先
崇
拝
の
徴
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
居
る
。
或
は
軍
記
物
語
の
作
，

　
「
者
が
地
の
文
に
於
て
勇
士
の
系
囲
を
述
べ
る
と
文
勢
が
緩
く
な
る
か
ら
、
戦
士
の
口
を
假
う
て
劇

　
爵
登
表
を
試
み
た
の
で
は
な
か
と
疑
は
れ
る
譜
面
も
な
い
で
は
な
い
が
、
載
揚
叉
は
試
合
の
揚
で

　
系
圖
を
蓮
べ
る
こ
と
は
西
洋
の
騎
士
時
代
に
も
あ
っ
だ
ら
し
い
か
ら
、
我
邦
に
其
事
實
の
存
在
し
、

　
だ
と
を
否
定
は
し
な
い
。
但
第
一
の
動
機
は
門
地
に
封
ず
る
誇
で
あ
っ
π
と
思
ふ
。
而
し
て
共

　
門
地
に
，
封
ず
，
る
誇
が
更
に
翻
っ
て
更
に
紐
先
崇
拝
を
助
け
た
乙
と
も
否
定
し
難
い
事
と
思
ふ
。

　
此
問
題
は
又
武
士
の
虜
領
及
相
魔
法
の
煮
繭
に
燭
れ
て
寝
る
。
　
武
士
の
所
領
は
古
の
荘
園
で
、
最

　
初
は
責
買
移
轄
竜
・
自
由
で
あ
っ
た
が
、
貞
永
式
日
に
責
買
所
領
事
。
右
以
相
々
之
私
領
。
要
用
之

　
時
令
沽
却
者
定
法
也
。
而
或
募
勲
功
。
或
依
鋤
簾
。
預
鯛
御
恩
之
輩
。
恣
令
遺
墨
之
條
、
所
行

　
之
旨
非
無
立
科
。
　
自
今
以
後
髄
可
被
停
止
也
。
　
耐
震
背
制
符
令
沽
却
者
云
責
入
云
買
人
。
　
共
以

　
可
被
虚
罪
科
臭
。
と
あ
る
を
見
れ
ば
本
來
私
領
の
地
は
馴
と
し
て
恩
賞
の
地
は
頁
買
が
出
家
な

　
く
な
っ
て
居
る
。
建
武
以
後
に
至
っ
て
は
武
士
の
所
領
は
大
抵
恩
賞
の
地
で
、
新
な
る
墾
田
も
な

　
く
闘
所
を
申
請
く
る
こ
と
団
旗
來
な
か
つ
遼
と
思
は
れ
る
。
故
に
唯
租
先
の
遺
領
を
縫
承
す
る
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の
み
で
、
徳
川
時
代
に
至
っ
て
は
小
身
の
輩
は
所
領
を
有
す
る
謬
で
は
な
く
稟
米
を
給
せ
ら
れ
、
恰

も
世
襲
の
俸
給
の
如
き
有
様
で
あ
っ
た
。
斯
く
な
れ
ば
朝
夕
の
飯
米
も
一
と
し
て
租
先
武
功
の

飴
澤
で
な
い
も
の
は
な
い
。
從
っ
て
組
先
に
封
ず
る
域
謝
の
念
、
家
名
を
失
墜
し
て
は
な
ら
な
い

と
云
ふ
念
が
自
然
に
強
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
武
士
の
家
々
に
於
て
今
日
斯
く
安
穏
幸
顧
な

る
生
活
を
螢
む
ε
を
得
る
は
第
一
に
は
領
主
の
恩
寵
二
に
は
租
先
の
恩
で
あ
る
と
、
事
あ
蚤
毎
に

反
覆
教
訓
せ
れ
た
こ
と
は
、
吾
等
の
記
憶
に
新
ら
し
い
ご
と
で
あ
る
。
叉
相
貯
法
か
ら
見
る
と
我

邦
は
必
し
も
一
部
の
人
の
澹
ふ
る
如
く
古
來
一
貫
し
陀
長
子
繊
承
の
郵
で
は
な
か
っ
た
、
貞
永
式

目
を
見
れ
ば
寡
婦
に
竜
次
三
男
に
も
所
領
の
分
配
せ
ら
れ
た
事
實
が
あ
る
○
足
利
隠
代
以
後
次

第
に
長
子
の
家
督
相
績
が
普
通
に
な
っ
て
徳
州
時
代
に
は
其
が
確
定
し
た
。
心
素
民
法
の
特
色

た
る
家
督
相
績
人
が
系
譜
、
祭
具
、
及
墳
墓
の
所
有
纏
を
縫
承
す
る
翻
度
は
鼓
に
至
っ
て
動
か
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
様
に
な
れ
ば
、
本
心
嫡
庶
の
溺
が
立
っ
て
、
家
系
と
共
に
皿
先
の
概
念
が
愈

朋
に
な
る
。
鎌
倉
時
代
以
後
氏
の
記
憶
は
次
第
に
な
く
な
ム
人
は
皆
苗
学
を
以
て
呼
ば
れ
、
氏
紳

は
産
土
紳
と
混
同
し
た
に
拘
ら
ず
、
澱
先
崇
拝
は
嚢
へ
ず
、
年
忌
が
数
多
く
な
ウ
盆
点
形
式
が
整
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

て
來
π
の
は
封
建
湖
度
の
爲
で
、
武
士
の
習
慣
が
絡
に
は
町
人
百
姓
に
も
及
、
ん
だ
の
で
あ
る
。
　
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

趨
勢
の
愈
著
し
く
な
つ
π
徳
川
磐
代
に
於
て
外
か
ら
之
を
、
助
け
た
も
の
は
気
温
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
山
不
邦
に
於
け
る
職
先
恐
黙
舞
の
形
式
及
出
献
義
の
憂
遜
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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瓢
二

　
支
那
に
於
け
る
租
先
崇
灘
は
前
か
ら
少
な
か
ら
滋
影
響
を
我
邦
に
及
し
カ
が
、
徳
川
時
代
の
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
も
　
へ
　
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
盛
に
な
つ
穴
漢
學
は
盆
強
く
之
を
助
け
た
。
祖
徳
に
は
喪
禮
風
面
あ
ゑ
、
．
蕃
出
に
は
葬
祭
三
論

あ
う
、
其
他
義
の
學
者
竜
喪
祭
の
大
切
な
こ
と
・
を
説
か
ぬ
は
な
い
と
云
っ
て
竜
よ
い
位
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
も
　
マ
　
へ

特
に
重
要
な
意
昧
を
有
す
る
竜
の
は
朱
子
撃
涙
の
奪
重
し
云
云
公
家
禮
で
あ
る
。
家
禮
に
は
喪

祭
を
説
く
こ
と
詳
か
で
、
之
を
本
と
し
て
水
戸
の
鼻
下
儒
祭
も
起
つ
た
。
今
臼
二
丁
の
葬
祭
と
稔

す
る
者
三
四
は
之
か
ら
出
た
竜
の
で
あ
る
。
η
〈
儀
式
の
上
に
於
て
は
之
に
從
は
ず
と
も
．
其
租
先

の
祭
祀
を
丁
重
す
る
精
紳
が
論
者
と
非
聖
者
と
を
問
は
ず
、
儒
者
と
佛
敏
徒
と
を
問
は
ず
、
直
接
叉

問
答
に
行
渡
つ
だ
こ
と
は
事
實
で
あ
る
。
而
し
て
多
く
の
西
洋
の
學
青
竜
認
め
て
居
る
様
に
、
孔

子
は
古
論
の
儀
式
を
保
存
せ
う
と
し
た
が
、
之
に
俘
ふ
宗
敏
は
立
て
な
か
つ
π
。
儒
教
に
於
げ
る

租
三
二
拝
は
報
本
反
始
で
、
致
愛
敬
之
誠
と
云
ふ
考
が
㎝
主
と
な
っ
て
、
原
始
的
亡
霊
崇
拝
に
見
る
諸

の
迷
信
的
要
素
は
極
あ
て
微
弱
に
な
っ
て
居
る
。
是
が
今
口
の
知
識
階
級
の
思
想
で
あ
る
。

　
西
洋
の
學
者
で
租
先
崇
拝
を
研
究
し
た
者
は
少
く
な
い
が
、
就
中
軌
ソ
塾
ト
慮
が
其
倫
理
學
第
二

章
に
於
て
論
じ
だ
租
先
崇
算
と
道
徳
の
登
達
と
の
關
係
を
興
昧
を
以
て
望
ん
だ
。
　
ヴ
ン
ト
氏
は

租
先
崇
拝
が
奪
老
恥
鉤
古
の
撃
墜
を
作
る
と
云
ひ
、
叉
君
長
は
群
雲
の
申
に
在
っ
て
李
人
の
眼
に

鯛
れ
ぎ
る
こ
と
、
竿
先
と
同
様
な
る
が
故
に
自
然
之
を
聯
と
し
て
敬
す
る
に
至
る
と
云
っ
て
居
る



　
が
、
吾
人
は
天
皇
を
現
人
紳
と
崇
め
、
葦
原
能
美
豆
保
豊
野
安
里
久
太
利
之
良
志
責
控
家
流
須
費
呂

　
伎
雪
隠
乃
美
許
等
能
（
萬
葉
十
八
）
と
詠
ん
だ
我
野
人
の
愈
王
の
念
を
斯
か
る
理
由
か
ら
詮
明
す
る

　
こ
と
は
敢
て
し
な
い
が
、
奪
王
の
念
と
租
先
崇
拝
と
の
間
に
は
離
れ
ら
れ
な
い
關
係
の
あ
る
こ
と

　
は
我
國
民
道
徳
研
究
者
の
一
致
し
た
考
で
あ
っ
て
、
井
上
哲
次
郎
博
士
は
我
邦
に
は
個
刎
的
家
族

　
主
義
と
総
合
的
家
族
主
義
が
あ
っ
て
、
部
民
は
皇
室
を
中
心
と
し
て
團
結
し
て
居
る
。
宮
申
に
賢

　
灰
あ
う
、
伊
勢
に
大
廟
の
あ
る
の
は
國
民
望
膿
の
出
先
崇
拝
で
、
忠
孝
一
本
で
あ
る
と
設
か
れ
て
居

　
る
。
此
大
廟
に
就
て
亦
一
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
城
と
思
ふ
。

　
　
古
來
難
民
一
般
に
天
照
太
紳
を
崇
敬
し
た
こ
と
㌦
は
思
ふ
が
、
凡
王
臣
以
下
不
。
得
替
供
太
神
磐

　
畠
。
其
三
后
皇
太
子
思
慮
誉
者
臨
時
奏
聞
（
延
喜
式
四
）
と
云
が
禁
制
の
あ
っ
π
の
は
何
故
で
あ
る

　
か
。
太
秘
宮
儀
式
解
に
『
此
制
は
上
代
は
う
の
事
に
は
あ
ら
じ
。
漢
意
を
專
ら
用
ら
る
＼
御
世
と

　
な
う
て
の
後
の
主
な
ら
ん
』
と
云
っ
て
居
る
様
に
禮
不
王
不
濡
と
云
ふ
様
な
所
か
ら
出
た
の
で
あ

　
る
か
略
知
れ
な
い
。
滲
拝
を
解
禁
ぜ
ら
れ
だ
様
に
多
く
の
書
に
出
て
居
る
が
、
滲
拝
を
禁
ず
と
は

　
延
喜
式
に
も
出
て
居
な
い
の
み
な
ら
ず
。
其
延
喜
よ
ウ
飴
う
遠
か
ら
ぬ
二
黒
四
年
九
月
の
御
祭

　
に
忽
雷
電
鳴
門
天
。
大
雨
如
沃
。
墾
宮
入
＋
萬
素
論
貴
賎
恐
畏
迷
心
榊
。
（
大
鷺
宮
雪
雲
事
記
）
と
あ

鋤
・
る
を
見
れ
ば
甚
疑
は
し
い
。
鎌
倉
時
代
に
は
私
幣
禁
制
も
弛
み
、
庶
民
の
墾
拝
竜
多
か
つ
だ
≧
と

　
　
　
　
　
本
邦
に
鮎
於
　

る
醐
先
恐
塞
舞
の
形
式
及
識
縞
鋼
の
塗
一
懸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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哲
攣
駅
究
　

第
二
十
五
號
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

は
、
弘
安
十
年
九
月
＋
八
摘
、
外
宮
薦
宜
注
燵
釈
．
凡
擬
傷
青
磁
之
墾
宮
人
不
知
幾
三
竿
（
奇
石
記
と
あ

る
に
よ
っ
て
明
で
あ
る
、
但
幾
千
畑
は
誇
張
で
あ
ら
う
。
今
日
で
は
何
入
も
必
一
回
は
滲
拝
す

る
の
が
一
般
の
習
慣
で
、
満
載
に
講
を
設
け
其
費
用
を
辮
ず
る
が
、
此
墾
宮
講
は
永
緑
中
沼
に
あ
っ

た
様
に
翁
草
に
は
誌
る
さ
れ
で
居
る
○
徳
川
時
代
に
は
屡
御
蔭
三
叉
は
抜
滲
と
云
ふ
こ
と
が
流

行
し
藁
薦
二
年
は
殊
に
盛
で
あ
っ
た
と
見
え
色
々
な
記
録
に
残
っ
て
居
る
。
太
虚
宮
の
大
麻
を

家
毎
に
置
く
は
何
時
代
か
ら
か
確
な
ら
緯
が
、
諸
聯
祇
の
霊
符
が
始
ま
っ
て
後
之
に
倣
つ
お
竜
の

と
考
へ
ら
れ
る
。
或
は
足
利
時
代
の
宋
頃
憩
嘗
の
供
御
不
足
を
告
げ
、
之
を
補
は
ん
が
爲
に
淋
職

の
人
々
が
盛
に
頒
布
し
だ
も
の
で
あ
る
か
と
見
え
る
。
兎
に
角
墾
詣
に
し
て
も
武
麻
頒
布
に
し

て
込
後
世
に
な
る
程
盛
に
む
つ
た
の
で
、
吾
入
は
今
鼓
北
我
邦
の
話
調
崇
拝
は
起
源
は
古
い
が
、
今

旧
の
精
聯
と
形
式
を
備
へ
だ
の
は
比
較
的
に
新
ら
し
い
こ
と
で
、
其
聞
に
種
々
の
憂
慮
を
経
、
佛
敏

儒
敏
の
影
響
も
あ
ウ
、
又
封
建
制
度
が
之
を
助
け
π
も
の
で
あ
る
と
去
ふ
結
論
に
到
達
す
る
。

　
ヴ
ン
ト
氏
の
言
に
洩
れ
て
居
る
一
事
項
は
湘
…
先
崇
痒
が
家
門
の
藩
論
種
族
保
工
の
考
を
起
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

せ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
是
は
畏
友
中
目
石
工
の
重
き
を
置
か
れ
た
織
で
、
後
な
き
を
不
孝
と

す
と
云
ふ
観
念
の
強
い
問
は
我
邦
に
は
出
産
率
減
退
の
問
題
は
起
ら
な
い
と
思
ふ
。
出
産
牽
減

退
は
西
洋
訴
訟
の
一
大
問
題
で
、
大
に
謬
言
を
要
す
る
。
故
に
我
邦
の
組
先
崇
拝
は
我
國
麺
の
將
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楽
に
大
な
る
關
係
が
あ
る
と
思
ム
。
」

　
扱
租
先
二
郷
の
將
來
は
ど
5
な
る
で
あ
ら
5
か
。
封
建
制
度
も
な
く
な
う
、
過
去
の
宗
…
教
は
礎

威
を
失
ひ
、
自
我
の
濁
立
は
家
族
圭
義
の
墓
礎
を
揺
が
さ
う
と
し
て
居
る
。
今
日
二
二
先
崇
拝
の

風
が
残
っ
て
居
た
の
は
執
建
糟
魔
が
あ
う
叉
盤
悪
心
位
で
あ
っ
π
爲
に
入
王
が
郷
止
に
定
着
し
．

住
宅
庭
團
墳
墓
什
具
其
他
目
に
鯛
れ
る
所
の
も
の
哺
と
し
て
缶
詰
を
追
懐
せ
し
む
。
へ
き
記
念
物

な
ら
ぬ
は
凍
く
、
右
上
親
戚
故
盤
漏
精
聞
し
て
故
人
の
記
憶
を
温
め
る
機
上
を
有
し
π
乙
と
に
よ

っ
て
大
に
助
け
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
今
践
の
如
く
交
通
が
開
け
、
商
工
業
が
登
達
し

て
、
人
々
の
移
住
が
多
く
な
っ
て
は
頑
先
崇
葬
の
念
も
薄
ら
ぐ
傾
を
免
れ
な
い
。

　
今
日
の
敏
育
者
に
は
凪
先
混
乱
の
重
ず
べ
き
を
説
き
、
三
豊
崇
敬
を
奨
働
す
る
人
は
多
い
が
、
の

將
來
・
の
素
面
崇
拝
は
如
何
な
る
形
式
を
取
る
べ
き
か
に
就
い
て
は
飴
・
9
説
を
聞
か
綴
。
　
聯
儒
佛

教
を
信
ず
る
者
が
家
々
に
於
て
、
二
二
に
よ
っ
て
定
ま
つ
だ
形
式
を
以
て
租
先
を
祭
祀
す
る
は
固

よ
う
妨
が
な
い
。
　
叉
是
等
の
儀
式
は
假
令
孫
意
義
を
失
つ
だ
に
し
て
も
、
差
支
の
な
い
限
は
之
を

保
存
し
だ
い
の
は
吾
人
の
希
望
で
あ
る
が
、
其
敏
を
信
じ
な
い
他
人
に
毒
し
で
之
を
強
制
・
す
る
こ

と
は
田
來
な
い
で
あ
ら
う
．
応
徳
上
か
ら
見
れ
ば
、
常
に
続
落
の
念
を
以
て
組
先
を
追
懐
し
．
其
遺

訓
を
守
ウ
、
家
名
を
奪
重
し
．
子
孫
の
繁
榮
を
謀
る
と
云
ム
こ
と
が
最
大
切
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
是
な

　
　
　
　
本
邦
に
於
け
幡
組
先
崇
笄
の
形
式
及
意
義
の
礎
患
’
　
．
　
　
　
　
　
ご
二
五
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哲
攣
研
兜
　
箪
二
＋
五
號
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
二
六

ら
ば
宗
教
的
意
義
を
離
れ
て
込
存
立
し
．
何
入
に
詮
い
て
竜
差
支
な
い
。
　
其
爲
に
は
家
庭
敏
感
に

於
て
家
系
及
先
人
の
事
業
を
子
女
に
知
ら
し
め
る
こ
と
に
力
を
用
ひ
な
け
れ
ば
な
ら
諏
。
國
に

歴
更
の
必
要
な
る
如
く
家
に
竜
歴
更
が
必
要
で
あ
る
。


